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○ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成12年３月17日老企第43号老人保健福祉局企画課長通知） （抄）

（変更点は下線部）

改 正 前 改 正 後

第一 （略） 第一 （略）

第二 人員に関する基準（基準省令第２条） 第二 人員に関する基準（基準省令第２条）

１ 生活相談員 １ 生活相談員

⑴ 生活相談員については、原則として常勤の者であること。ただ

し、１人（入所者の数が100を超える施設にあっては、100又はそ

の端数を増すごとに１人を加えた数）を超えて配置されている生

活相談員が、時間帯を明確に区分したうえで当該指定介護老人福

祉施設を運営する法人内の他の職務に従事する場合にあっては、

この限りでない。

生活相談員の資格については、特別養護老人ホームの設備及び運 ⑵ 生活相談員の資格については、特別養護老人ホームの設備及び

営に関する基準（平成11年３月31日厚生省令第46号）第５条第２項 運営に関する基準（平成11年３月31日厚生省令第46号）第５条第

によること。 ２項によること。

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 用語の定義 ６ 用語の定義

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶ 「常勤」 ⑶ 「常勤」

当該指定介護老人福祉施設における勤務時間が、当該施設にお 当該指定介護老人福祉施設における勤務時間が、当該施設にお

いて定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に いて定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に

勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。） 勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）

に達していることをいうものである。当該施設に併設される事業 に達していることをいうものである。ただし、育児休業、介護休

所の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行われること 業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３

が差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤 年法律第76号）第23条第１項に規定する所定労働時間の短縮措置

務時間数の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれ が講じられている者については、入所者の処遇に支障がない体制

ば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、指定介 が施設として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務す

護老人福祉施設と指定通所介護事業所が併設されている場合、指 べき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。

定介護老人福祉施設の管理者と指定通所介護事業所の管理者を兼 また、当該施設に併設される事業所の職務であって、当該施設

務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間数に達してい の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられる

れば、常勤要件を満たすこととなる。 ものについては、それぞれに係る勤務時間数の合計が常勤の従業

者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすもの
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であることとする。例えば、指定介護老人福祉施設と指定通所介

護事業所が併設されている場合、指定介護老人福祉施設の管理者

と指定通所介護事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時

間の合計が所定の時間数に達していれば、常勤要件を満たすこと

となる。

⑷・⑸ （略） ⑷・⑸ （略）

第三 （略） 第三 （略）

第四 運営に関する基準 第四 運営に関する基準

１～６ （略） １～６ （略）

７ 利用料等の受領 ７ 利用料等の受領

⑴ 基準省令第９条第１項は、指定介護老人福祉施設は、法令代理 ⑴ 基準省令第９条第１項は、指定介護老人福祉施設は、法令代理

受領サービスとして提供される指定介護福祉施設サービスについ 受領サービスとして提供される指定介護福祉施設サービスについ

ての入所者負担として、法第48条第２項に規定する厚生労働大臣 ての入所者負担として、法第48条第２項に規定する厚生労働大臣

が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定介 が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定介

護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に 護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に

指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。）の１割（法 指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。）の１割又

第50条又は第69条の規定の適用により保険給付の率が９割でない は２割（法第50条又は第69条の規定の適用により保険給付の率が

場合については、それに応じた割合）の支払を受けなければなら ９割又は８割でない場合については、それに応じた割合）の支払

ないことを規定したものである。 を受けなければならないことを規定したものである。

⑵から⑷ (略） ⑵から⑷ (略）

８～32 (略） ８～32 (略）

第五 （略） 第五 （略）


